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パナマ運河の現状 

１. 運河の構造 

パナマ運河は、大西洋と太平洋を繋ぐ全長約 80km の閘門式運河である。運河中央に位置するガトゥン湖

（人造湖）の湖面の高さ(海抜 26ｍ)が海面の高さと異なるため、運河を通航する船舶は、閘門により 3 段階に

わたり湖面の高さまで上げられて湖を航行の後、また閘門により 3 段階にわたり海面の高さまで下ろされるこ

とになる。 

これまで、大西洋側の運河入口にガトゥン閘門、太平洋側の運河入口にミラフローレス閘門とペドロミゲー

ル閘門が設けられている。また、運河の通航需要の増加及び船舶の大型化に対応するため、2016 年 6 月 26 

日に拡張パナマ運河が通航可能となり、大西洋側にアグア・クララ閘門、太平洋側にココリ閘門が設けられて

いる（詳しくは、「パナマ運河拡張プロジェクト」ご参照）。なお、既存の閘門は２レーン設置されている一

方、同拡張では１レーンの閘門が設置されたため、既存の閘門は第一・第二閘門、新たに設置された閘門は第

三閘門と呼ばれている。 

 

パナマ運河の構造（断面図）：全長 80km、最高点の海抜高度 26m 

   

ミラフローレス閘門（第一及び第二閘門）船舶通航（上）左レーンは定期修繕で水抜き済 

アグア・クララ閘門（第三閘門）船舶通航（下）レーン左手：節水槽 



第一・第二閘門と第三閘門のサイズは次ページの図・表に纏めたとおりであり、第一・第二閘門及び第三閘

門を通航可能な最大船型は、それぞれ「パナマックス」及び「ネオパナマックス」と呼ばれている。 

 

 

２. 運河の通航状況 

（１）通航船舶の隻数及び貨物量 

パナマ運河は、2022 年度に 13,003 隻の船舶が通航した。2016 年 6 月の拡張運河の運用開始以降、年々、ネ

オパナマックス船の通航割合が増加していたが、2022 年度はその傾向が落ち着いた。2022 年度は、隻数ベース

で 28%、重量ベースで 40%がネオパナマックス船の通航によるものである。また、既に隻数は 13,000 隻程度で

頭打ちであり増減無い一方で、貨物量は船舶の大型化により増加傾向である。 

  

  

注）大規模商船（パナマ運河庁が規定する最低通航料額以上を支払う規模の商船。ただし、支払い免除の対象船

舶を除く）の通航隻数及び貨物量を計上。 

注）パナマ運河庁の年度は 10 月から翌年 9 月 



（２）船種別運河通航貨物量 

コンテナ船の大型化に伴い、パナマックスクラスのコンテナ船の利用が徐々に減少している一方で、ネオパナ

マックスクラスのコンテナ船の利用が大幅に増加しており、2022 年度はネオパナマックスクラスのうちのコン

テナ船の割合は 45％に上る。 

また、ネオパナマックスクラスの LNG 船については、ロシアがウクライナ侵攻（2022 年 2 月 24 日以降）に

関連して欧州への LNG 輸出を停止したことに伴い、米国の LNG はアジアから欧州に転用されたことから LNG

船の通航は大きく減少した。 

 

 

 

 



（３）運河通過貨物の発着地によるパナマ運河利用国順位 

 2022 年度にパナマ運河を通航する貨物のうち、日本を発着とする貨物量は 38,539,423 トン（全体の 13.3%）

であり、これは、米国、中国に次いで第 3 位の数字である。 

 
（４）運河通航船舶の航路 

 パナマ運河を通航する船舶の主要海上輸送ルートは米国東岸―アジア間である。近年、このルートのシェアは

さらに増しており、2022 年度は全体の 52%を占める結果となった。 

 

３．運河の通航料金   

（１）概要 

 2023 年 1 月 1 日より、パナマ運河の新通航料金体系が施行された。今次の通航料金改定は、これまで 430 に

細分化されていた通航料金単価を 60 未満に減少させるもので、運河のユーザーに対して、よりシンプルにパナ

マ運河の通航料金体系を提供することを目的としたものであり、2023 年 1 月 1 日、2024 年 1 月 1 日及び 2025

年 1 月 1 日時点にそれぞれ適用される通航料金が示されたものである。 

（２）通航料金改定のポイント 

①現行では 430 に細分化されていた通航料金単価を 60 未満に減少。 

②料金帯による料金設定を廃止し、通航する閘門、船舶の規格（パナマックス、ネオパナマックス）に応じた固

定料金とパナマ運河庁が提供するサービスの価値に相当する容量料金の 2 つのコンポーネントによって料金を

構成。 



③バラスト船（空積船舶）の通航料金は積載貨物料金の一定割合分として設定。 

④ロイヤリティ・プログラムについては、カテゴリー数を現行の 6 つから 1 つに減じ、年間 150 万 TEU 以上の

運河通航利用者にのみ適用される。同プログラムは段階的に縮小することとなっており、2023 年、2024 年は先

述の通りであるが、2025 年には廃止される。 

（３）通航料金改定に係る経緯 

・2022 年 4 月 1 日：プレスリリース（パナマ運河庁の改定案公表）、意見公募（パブリック・コメント）開始 

・2022 年 5 月 15 日：意見公募（パブリック・コメント）締切り 

・2022 年 5 月 25 日：公聴会 

～その後、意見を踏まえた修正～ 

・2022 年 7 月 12 日：閣議決定 

・2023 年 1 月 1 日：施行開始（以後、2024 年 1 月 1 日、2025 年 1 月 1 日に順次、更新） 

（４）主要各船舶の通航料金 

①コンテナ船（TEU：20ft コンテナ） 

 

※計算例 

・容量 12,000TEU のネオパナマックスのコンテナ船（積載コンテナ 90%、空コンテナ 10%）（2023 年 1 月 1 日

単価） 

（2023 年 1 月 1 日単価） 

 

・ロイヤリティ・プログラム適用の場合 

上記船舶のユーザーが年間で 150 万 TEU 以上の運河通航を行っている場合は、ロイヤリティ・プログラムの適

用により、95%に割引となる。 

＄ 1,094,400 × 95% ＝ ＄ 1,039,680 

②自動車船・Ro-Ro 船 

 

※計算例 

・容量 57,248PC/UMS のパナマックス（スーパー）の自動車・Ro-Ro 船（2023 年 1 月 1 日） 



注）PCNT：Panama Canal Universal Measurement System (PC/UMS) によるパナマ運河純トン数の略（パナ

マ運河庁独自の係数をもとに算出） 

 

・積荷なしの場合 

上記船舶において積荷がない場合には、積荷ありの場合の 90%となる。 

＄ 294,643.20 × 90％ ＝ ＄ 265,178.88 

③旅客船 

 クルーズ業界が依然として困難な状況にあることを踏まえ、2024 年 1 月 1 日からの適用とする。 

 

※計算例 

容量 79,580PC/UMS のパナマックス（スーパー）の旅客船（2024 年 1 月 1 日） 

 

・乗客なしの場合 

上記船舶において積荷がない場合には、積荷ありの場合の 85%となる。 

＄ 509,837.00 × 85％ ＝ ＄ 433,361.45 

④タンカー 

 

※計算例 

容量 22,372PC/UMS のパナマックス（スーパー）のタンカー（2023 年 1 月 1 日） 

 



・積荷なしの場合 

上記船舶において積荷がない場合には、積荷ありの場合の 85%となる。 

＄ 170,471.80 × 85％ ＝ ＄ 144,901.03 

⑤ケミカル船 

 

※計算例 

容量 24,683PC/UMS のパナマックス（スーパー）のケミカル船（2023 年 1 月 1 日） 

 

・積荷なしの場合 

上記船舶において積荷がない場合には、積荷ありの場合の 85%となる。 

＄ 174,049.00 × 85％ ＝ ＄ 147,941.65 

⑥LPG 船 

 

※計算例 

容量 84,000m3 のネオパナマックスの LPG 船（2023 年 1 月 1 日） 

 

・積荷なしの場合 

上記船舶において積荷がない場合には、積荷ありの場合の 85%となる。 

＄ 375,600.00 × 85％ ＝ ＄ 319,260.00 

⑦LNG 船 

 



※計算例 

容量 174,000m3 のネオパナマックスの LNG 船（2023 年 1 月 1 日） 

 
・積荷なしの場合 

上記船舶において積荷がない場合には、積荷ありの場合の 85%となる。 

＄ 534,900.00 × 85％ ＝ ＄ 454,665.00 

⑧バルカー 

 

※計算例 

容量 56,781DWT のパナマックス(スーパー）のバルカー（2023 年 1 月 1 日） 

 
・積荷なしの場合 

上記船舶において積荷がない場合には、積荷ありの場合の 85%となる。 

＄ 162,459.10 × 85％ ＝ ＄ 138,090.24 

 

４ 運河の収支 

（１）国庫納付額の推移 

 パナマ運河庁は、同庁設置法により、会計年度（前年 10 月 1 日～9 月 30 日）ごとに、運河を通航した船舶の

トン数に応じた金額（トン税）と同庁が受ける公共サービスに対する料金および余剰金を国庫に納付することが

定められている。2021 年度の納付額は過去最高の 2,494,420 千ドルであり、同庁設置当初の 2000 年度に比して

10 倍以上の数字となっている。また、拡張運河運用開始の 2017 年度以降、国庫納付額は大きく増加している。 



 

 

 

注）2000 年度は 2000 年 1 月から 9 月までの 9 ヶ月分 


